
宇美町からのお知らせ 巻
頭
特
集

け
ん
こ
う
だ
よ
り

図
書
館
だ
よ
り

ざ
っ
く
ボ
ラ
ン

ま
ち
の
話
題

ま
ち
の
案
内
板

情
報
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

４
月
の
お
知
ら
せ

宇
美
町
か
ら
の

お
知
ら
せ

巻
頭
特
集

け
ん
こ
う
だ
よ
り

図
書
館
だ
よ
り

ざ
っ
く
ボ
ラ
ン

ま
ち
の
話
題

ま
ち
の
案
内
板

情
報
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

４
月
の
お
知
ら
せ

宇
美
町
か
ら
の

お
知
ら
せ

4広報うみ
（平成28年3月）

広報うみ
（平成28年3月）

5

【相談窓口】

福祉巡回バス（ハピネス号）のバス停片側撤去
および今後のバス停の利用方法について

国民健康保険証の更新について

ＤＶに関する相談窓口のご案内ＤＶに関する相談窓口のご案内

　現在交付している保険証の有効期限は、平成28年３月31日（木）までとなっています。
　４月１日（金）からの新しい保険証は、簡易書留郵便で世帯主宛てに郵送しています。３月末までに保険
証が届かない場合は、国保医療係までご連絡ください。

住民課　国保医療係　☎ ９３４－２２４１　

乳幼児・子ども医療証から
ひとり親家庭等医療証への切り替え手続きについて

　４月から小学校に入学する児童がいるひとり親家庭等の方は、医療証の申請が必要です。
　対象者には３月下旬に案内文書を発送しますので、お手続きもれのないようにお願いします。
　なお、受付期間を過ぎてお手続きをされた場合は、申請月の初日からの認定になりますので、ご注意ください。

受付期間　４月１日（金）～４月28日（木）の８時30分～17時15分（土日祝日を除く）
持参するもの　
①対象児童の健康保険証、乳幼児・子ども医療証
②印鑑
③児童扶養手当証書、または年金受給中の方は対象児童の年金証書
④マイナンバーの通知カードまたは個人番号カード（同番地世帯全員分）

問い合わせ

児童扶養手当、特別児童扶養手当額 改定のお知らせ
　平成28年４月分（平成28年８月支給分）から、「平成27年平均の全国消費者物価指数及び特例水準
の段階的な解消」により、手当額が下記のとおり引き上げとなります。
　なお、現在交付中の手当証書には、改定前の金額が記載されています。

　ＤＶ（ドメスティック・バイオレンス）とは配偶者や恋人等から受ける暴力です。
　身体的な暴力だけでなく、怒鳴る、脅す、電話や外出を制限するなども暴力にあたります。
　一人で悩まずご相談ください。相談料は無料です。

●配偶者暴力相談支援センター
　（福岡県粕屋保健福祉事務所）
　☎939-0511

受付時間　月曜日～金曜日
　　　　　８時30分～17時15分
　　　　　　※祝日を除く。

●福岡県あすばる女性相談ホットライン　
　☎584-1266

受付時間　９時～17時　
　　　　　金曜日（祝日を除く）は
　　　　　18時～20時30分も受付
　　　　　　※８月13日～15日を除く。

●福岡県配偶者からの暴力相談電話　　　
　☎663-8724

受付時間　月曜日～金曜日
　　　　　17時～24時　　　　　
　　　　　土曜日・日曜日・祝日
　　　　　９時～24時

●かすや地区女性ホットライン
　（ＮＰＯ法人福岡ジェンダー研究所）
　☎401-5353

受付時間　10時～17時　
　　　　　木曜日のみ　10時～19時
　　　　　　※祝日を除く。

住民課　年金手当係　☎ ９３４－２２５０　

入院時食事療養費が見直しされます。平成28年４月から法の改正により

　国民健康保険及び後期高齢者医療保険の入院時食事療養費について、入院と在宅療養の負担の公平
を図るため、所得区分一般（ア～エ、一般、現役並み）の方の標準負担額が平成28年4月から段階的に引
き上げられます。          

※低所得者区分（オ、低所得Ⅰ、低所得Ⅱ）の方、難病・小児性慢性特定疾病患者の方の負担につい
ては、現行のままで据え置きとなっています。

住民課　年金手当係　☎ ９３４－２２５０問い合わせ

問い合わせ

住民課　国保医療係　☎ ９３４－２２４１問い合わせ

福祉課　福祉係　☎ ９３４－２２７８　問い合わせ

　昨年の12月～１月にかけて、歩道に
設置しているバス停や、転倒等の危険性
が高いバス停の調査を実施し、下記のバ
ス停の片側を撤去することといたしまし
た。なお、撤去作業は、３月末までに順
次、撤去を行っていく予定です。
　また、撤去後は、（※図１）残ったバス
停の向かい側の安全な場所でお待ちい
ただき、乗降いただくことになります。利
用者の皆様のご理解、ご協力をお願いし
ます。

福祉巡回バス（ハピネス号）のバス停片側撤去
および今後のバス停の利用方法について

コース名

ゆりが丘・桜原

ひばりが丘・光正寺

若草・四王寺坂

障子岳・とびたけ

バ　ス　停
ゆりが丘、明治町、ゆりが丘入口、ゆりが丘東、衛生センター、上戸樋橋、仲山、山の
内浄水場前、山の内第１、山の内第２、砥石場、まなびや・うみ前、宇美東、黒穂公民
館前、柳原、桜原公民館前、林崎運動公園前、大名坂

長谷、粕屋南郵便局前、平成

し～ず・うみ前、早見観音堂前、宇美東中学校、福博鎌倉、早見工業団地、四時田橋

上ノ原調整池、飛岳団地入口、吉ノ浦、神山手第１

（平成28年３月まで）
一食あたり：260円

平成28年４月から

360円

●平成28年4月分以降 0.8％引上げ

現 

行

改
正
後

片側撤去対象となるバス停

※ 図１

バス停

●今後の利用・・・残ったバス停の向かい側の安全な
場所でお待ちください

※すべて年末年始を除きます。


